
聖籠町告示第１３号 

聖籠町介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費の額等を定める要

綱を次のように定める。 

  平成２９年２月２１日 

聖籠町長 渡邊 廣吉   

   聖籠町介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費の額等を定める

要綱 

 （趣旨）  

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１５条の４５の３第２項に基づき介護保険法施行規則（平成１１年厚生省

令第３６号。以下「法施行規則」という。）第１４０条の６３の２第１項第３

号に規定する市町村が定める額（以下「第１号事業支給費」という。）及び同

号に規定する市町村が定める割合（以下「第１号支給費割合」という。）を定

めるものとする。 

 （第１号訪問事業及び第１号通所事業に要する費用の額） 

第２条 第１号訪問事業及び第１号通所事業に要する費用の額は、別表第１に定

める単位数に第４条に規定するサービス区分の１単位の単価を乗じて算定す

るものとする。 

 （第１号介護予防支援事業に要する費用の額） 

第３条 第１号介護予防支援事業に要する費用の額は、別表第２に定める単位数

に次条に規定するサービス区分の１単位の単価を乗じて算定するものとする。 

 （１単位の単価） 

第４条 前２条に定めるサービス区分の１単位の単価は、それぞれ次に掲げる額

とする。 

 （１） 訪問型サービスＡ １０円 

 （２） 通所型サービスＡ １０円 

 （３） 介護予防ケアマネジメントＡ １０円 

 （端数処理） 

第５条 費用の額を算定した場合において、その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 



 （第１号事業支給費割合） 

第６条 第１号事業支給費割合は、それぞれ次に掲げる割合とする。 

 （１） 第１号訪問事業及び第１号通所事業 １００分の９０ 

 （２） 第 1号介護予防支援事業 １００分の１００ 

２ 法第５９条の２柱書に規定する政令で定める額以上である法施行規則第１

４０条の６２の３第１項第１号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第１

号事業支給費について前項第１号の規定を適用する場合においては、同号中

「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」とする。 

 

  附 則 

 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

  



別表第１（第２条関係） 

 

第１号訪問事業及び第１号通所事業支給費単位表 

 

１ 訪問型サービスＡ事業費（１回につき） 

 （１） 訪問型サービスＡ事業費              ２６０単位  

  注１ 利用者に対して、指定事業所の訪問介護員等が聖籠町介護予防・日常

生活支援総合事業第１号訪問事業多様なサービスの人員、設備及び運営

に関する基準を定める要綱（平成２９年聖籠町告示第  号）に規定す

る訪問型サービスＡを行った場合に算定する。 

   ２ 訪問型サービスＡは、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯等に対し

日常生活に必要な家事等とし、１回１時間程度とする。 

   

２ 通所型サービスＡ事業費（１回につき） 

 （１） 通所型サービスＡ事業費・全日（送迎体制あり）   ３７５単位 

  注 聖籠町介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業多様なサービス

の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱（平成２９年聖籠町告示

第  号。以下「第１号通所事業運営基準要綱」という。）に適合している

通所型サービスＡ事業所において、利用者に対して、第１号通所事業運営

基準要綱に規定する通所型サービスＡを行った場合は、次に掲げる区分に

応じ、所定単位を算定する。 

   ア 通所型サービスＡ事業費・全日（送迎体制あり） 送迎を希望する利

用者に対して、送迎を行う体制がある（必要な車両及び人員の確保がさ

れている体制をいう。）通所サービスＡ事業所において、引きこもりが

ちな高齢者や軽度認知症等のリスクのある高齢者に対し、自立支援に資

する通所サービスを行った場合、１日につき所定単位を算定する。 

  （２） リハビリテーション専門職員配置加算        ２５単位 

   注 リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）

のいずれかが配置され、利用者の生活機能の改善を目的として機能訓練

を行った場合、１回につき所定単位を加算する。 

  



別表第２（第３条関係） 

 

第１号事業介護予防支援事業支給費単位表 

 

１ 介護予防ケアマネジメントＡ（原則的なケアマネジメント） 

 （１） 介護予防ケアマネジメントＡ費（１月につき）    ４３０単位 

  注 介護予防ケアマネジメントＡ費は、利用者に対して介護予防ケアマネジ

メントＡ支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・

介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネ

ジメント事業者について、所定単位数を算定する。 

 （２） 初回加算     ３００単位 

  注 介護予防ケアマネジメントＡ事業所において、新規に介護予防ケアマネ

ジメントＡ計画を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントＡ支

援を行った場合については、初回加算として、１月につき所定単位数を加

算する。 

 （３） 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算   ３００単位 

  注 利用者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、

当該利用者に係る必要な情報を当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護を提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、当該

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における指定介護予防サー

ビス等の利用に係る計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算す

る。ただし、この場合において、利用開始日前６月以内において、当該利

用者による当該指定居宅介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用

について本加算を算定している場合は、算定しない。 

 


